
慶應義塾大学大学院法務研究科および明治学院大学法学部の 

法曹養成連携協定 

 
慶應義塾大学大学院法務研究科（以下「甲」という。）と明治学院大学法学部（以下

「乙」という。）は、次のとおり法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
（以下「法」という。）第６条の規定に基づく法曹養成連携協定（以下「本協定」とい
う。）を締結する。 

 
（目的）  
第１条 本協定は、法第６条第１項の規定に基づき、甲における教育との円滑な接続を

図るための課程を乙に置くにあたり、当該課程における教育の実施および甲における
教育との円滑な接続を図るために必要な事項について定めることを目的とする。 

 
（法曹養成連携協定の対象） 
第２条 本協定において、法第６条第２項第１号に規定する連携法科大学院および連携

法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。 
一 連携法科大学院 慶應義塾大学大学院法務研究科学則第 3 条に規定する甲の法務

研究科法曹養成専攻 
二 連携法曹基礎課程 明治学院大学法学部「法曹コース設置に関する規則」に規定

する乙の法学部法律学科法曹コース（以下、「本法曹コース」という。） 
 
（法曹コースの教育課程） 
第３条 乙は、本法曹コースの教育課程を別表第１のとおり定める。 
 
（法曹コースの成績評価） 
第４条 乙は、本法曹コースの成績評価基準を別表第２のとおり定め、当該基準に従い

成績評価を行うものとする。 
 
（法曹コースの早期卒業の基準等） 
第 5 条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別表第

３のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。 
２ 乙は、本法曹コースに在籍する学生が、前項に定める卒業認定を受けることができ

るよう、本法曹コースの学生５名につき１名の専任教員を学修指導教員として配置す
ることにより、学修支援体制を構築するものとし、連絡協議会と連携を取りながら指
導に当たるものとする。 



 
（甲の乙に対する協力等） 
第６条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に

配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。 
  一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法

科大学院の開設科目を履修する機会を必要に応じて提供すること 
  二 乙の求めに応じ、進学説明会等の実施にあたり、連携法科大学院の教員を派遣す

ること 
 三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと 
２ 甲および乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑

な接続を図るための方策について継続的に調査研究および協議を行うため、連絡協議
会を設置するものとする。 

３ 甲および乙は、協議により、前項の連絡協議会の運営に関する事項を定める。 
 
（入学者選抜の方法） 
第７条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象と

して、以下の入学者選抜を実施する。 
  一 ５年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否

判定を行う入学者選抜 
  二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断し

て合否判定を行う入学者選抜 
２ 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事

項は別表第４のとおりとする。 
 
（本協定の有効期間） 
第８条 本協定の有効期間は、２０２０年４月１日から５年間とする。ただし、有効期

間満了の１年前の日までに、甲または乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知
しない場合には、有効期間を更に５年間延長して更新することとし、以後も同様とす
る。 

２ 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。 
 
（本協定に違反した場合の措置） 
第９条 甲または乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方

当事者に対し、相当な期間を定めてその改善を申し入れることができる。 
２ 甲または乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお当該事項の履行に応じ

ない場合は、本協定の廃止を通告することができる。ただし、申し入れを受けた当事



者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りでない。 
 
（本協定の終了） 
第１０条 本協定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号が定める時点において現に

本法曹コースに在籍し、または在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了する
ときに、終了するものとする。 
一 甲または乙が本協定の更新を拒絶した場合 当該拒絶の時 
二 甲および乙が本協定の廃止に合意した場合 当該合意の時 
三 甲または乙が本協定の廃止を通告した場合 当該通告の時 

 
 
（本協定に定めのない事項） 
第１１条 甲および乙は、本協定に定めのない事項であって協定の目的の実施にあたり

調整が必要なものおよび本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第 6 条第２項
に規定する連絡協議会において協議し、決定する。 

 
本協定を証するため、本書を２通作成し、それぞれが署名押印のうえ、各１通を保有する。 
 
 

2020（令和２）年 3 月 16 日 
 

甲  慶應義塾大学大学院法務研究科 
    委員長  北居 功     

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
乙  明治学院大学大学法学部    

学部長  今尾 真     
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 

  



＜別表第１＞ 
１．乙の法曹コースの教育課程編成の方針 

乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設

するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。 

法曹コースは、法律学科の「教育課程の編成および実施に関する方針」に基づき、

次のとおり法曹コースの「教育課程の編成および実施に関する方針」を定める。 

１ 基本的方針 

法律学科に、法曹（裁判官・検察官・弁護士）を目指す人のための法曹コースを置

く。 

法曹コースでは、法律学科が他大学法科大学院と連携して一貫教育を行う（3年次

早期卒業が原則である）ことにより、 本学の教育理念である“Do for Others（他者

への貢献）”を社会において実践する法曹を養成するために下記のカリキュラムを提

供する。 

1 年次には、法律学の基礎的教育および学問的視野を広げるための科目群を展開

し、2・3年次には、法曹になるための、より高度な内容の応用・発展科目を配置し、

短期間に（3年間で）集中して段階的に教育の専門性を深めていくことができるカリ

キュラムを提供する。また、すべての学年において、演習等での専門性の高い少人数

教育を行う。 

２ 具体的方針 

まだ社会や法律についての知識がない段階にある 1年次春学期においては、法律学

科の共通科目として、アクティブ・ラーニングを採用した基礎演習を置くとともに、

導入科目（民事法入門・刑事法入門）において少人数教育を実践する。 

1 年次秋学期には、法曹を目指す学生の意識づけのために導入演習を配置する。あ

わせて、主に 1・2年次において、憲法、民法、刑法などの司法試験の基礎に位置づ

けられる科目を必修科目として配置する。2年次からは、商法、民事訴訟法、刑事訴

訟法、行政法を指定科目（選択必修科目の位置づけだが、法曹コース修了要件となる

科目）として配置する。さらに、実務法曹として不可欠な知識と素養を身につけるべ

く各科目分野の専門演習等の演習科目を配置する。また、現実の社会に起きている法

律問題を考える契機とすべく、基礎法分野の科目として、法哲学・法制史・外国法、

発展的・先端的分野の科目として、刑事政策、犯罪学、法医学、企業活動関連の科目

（競争法、倒産法、労働法など）、消費者法、環境法、社会保障法、成年後見法など

の履修も推奨する。 

上記の方針を踏まえた教育を実践するため、専任教員によるきめ細やかな学修支援

体制を提供する。 

 

 



２．乙の法曹コースの教育課程 

学年 学期 
必修科目 自由選択科目 

科目名 単位数 科目名 単位数 

１年 

春学期 

憲法１－１ 2   

民法総則１ 2   

刑法総論１ 2   

秋学期 

憲法１－２ 2 導入演習* 2 
民法総則２ 2   
契約法１ 2   
親族法 2   
刑法総論２ 2   

２年 

春学期 

憲法２－１ 2 西洋法制史１ 2 

債権総論１ 2 法哲学１ 2 

不法行為法 2   

刑法各論１ 2   

行政法１－１ 2   

専門演習A（民） 2   

専門演習A（刑） 2   

秋学期 

物権法１ 2 西洋法制史２ 2 
債権総論２ 2 法哲学２ 2 
会社法１ 2   
民事訴訟法１ 2   
刑事訴訟法１ 2   
行政法１－２ 2   
専門演習B（憲） 2   
専門演習B（民） 2   

３年 春学期 

物権法２ 2 公法演習（憲）* 2 

契約法２ 2 民事法演習（民）*      2 

相続法 2 英米法１－１ 2 

刑法各論２ 2 英米法２－１ 2 

会社法２ 2 ドイツ法１ 2 

民事訴訟法２ 2 フランス法１ 2 

刑事訴訟法２ 2 日本法制史１ 2 

行政法２－１ 2   

専門演習C（会社） 2   



専門演習C（民訴） 2   

専門演習C（刑訴） 2   

秋学期 

専門演習D（民） 2 行政法２－２* 2 
  刑事法演習* 2 
  商取引法 2 
  手形法・小切手法 2 
  英米法１－２ 2 
  英米法２－２ 2 
  ドイツ法２ 2 
  フランス法２ 2 
  日本法制史２ 2 

合計  130（70）   

法曹コースの修了には、すべての必修科目（70 単位）を修得し、かつその GPA が 2.5 以上であること

を必要とする（卒業に必要な単位数は 130 単位である）。 

＊自由選択科目のうち、「導入演習」「公法演習（憲）」「民事法演習（民）」「刑事法演習」および「行政法

２－２」は推奨科目とする。 
 

  



＜別表第２＞ 
乙の法曹コースにおける成績評価の基準 

評価 成績通知書の表示 評価の割合 

１００－９０ Ｓ １０％以内 

８９－８０ Ａ ２０％程度 

７９－７０ Ｂ ３０％程度 

６９－６０ Ｃ ４０％程度 

５９－０ Ｄ 

出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト

等を総合したうえで、評価に必要な要件を欠いて

いる 
Ｎ 

試験欠席 Ｎ 

「明治学院大学学生国際交流規程」に基づく

認定留学により他大学等で得た単位を、本学の

授業科目に相当するものとして認定したもの 
Ｉ － 

「本学入学前に修得した単位の認定に関する

規程」および「編入生単位認定規程」に基づき

他大学等で得た単位を、本学の授業科目に相当

するものとして認定したもの 

Ｒ － 

成績評価の段階を定めない科目において到達

目標を達成しているため合格としたもの 
Ｐ － 

成績評価の段階を定めない科目において到達

目標を達成していないため不合格としたもの 
Ｆ － 

 
 
【評価基準及び評語の意味】 

Ｓ：豊富な法的知識を有し、法的思考に特に優れている。基本的知識に基づいて論理的
思考が展開できるとともに、自己の見解も主張することができる 

Ａ：十分な法的知識を有し、法的思考に優れている。基本的知識に基づいて論理的思考
が展開できる 

Ｂ：十分な法的知識が定着している。 
Ｃ：基礎的な法的知識が定着している。 
Ｄ：不合格 
Ｎ：上の表に記載の通り 
Ｉ：上の表に記載の通り 



Ｒ：上の表に記載の通り 
Ｐ：上の表に記載の通り 
Ｆ：上の表に記載の通り 
Ｗ：授業期間の途中に履修を中止したもの 

 
 
【GPA の評価基準及び算出方法】 
●評価基準 
Ｓ＝４  Ａ＝３  Ｂ＝２  Ｃ＝１  Ｄ・Ｎ＝０ 
 

※Ｐ・Ｆ・Ｒ・Ｉ・Ｗ評価は計算の対象外 

 
●算出方法 

  分子：（Ｓの修得単位数×４）＋（Ａの修得単位数×３）＋（Ｂの修得単位数×２）＋
（Ｃの修得単位数×１） 

 分母： 総修得単位数（Ｄ・Ｎの単位数も含む） 
 
 ※小数点以下第 3 位を四捨五入し、小数点以下第 2 位までを有効とする 

 
 

  



＜別表第３＞ 
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度 
 
【年間の履修条件（キャップ）の上限を超えて科目の履修を認める場合の要件】 
 
原則：１年間に履修できる単位数の上限は、すべての年次において 48 単位である。 
 
例外：成績優秀者の特則 
 
次の成績優秀者については、以下のとおり特則を定める。 

（１） １年次終了時の成績において、修得単位数が 40 単位以上で、かつ成績評価の平均
評価値（以下、「ＧＰＡ」という。）が３．２以上の者については、次のイ．ロ．を
認める。   

イ． ２年次の年間履修単位数制限 48 単位を解除し、60 単位まで履修することを認め
る。  

ロ． ２年次の履修において、学科科目（関連部門科目、「演習Ⅰ」、「演習（3 年
次）」、「演習・卒業論文」を除く）の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目
も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。  

（２） ２年次終了時の成績において、１年次からの合計修得単位数が 70 単位以上で、か
つＧＰＡが３．２以上の者については、次のイ．ロ．を認める。  

イ． ３年次の年間履修単位数制限 48 単位を解除し、60 単位まで履修することを認め
る。 

ロ． ３年次の履修において、学科科目（「演習Ⅱ」、「卒業論文」、「卒業論文（4 年次）」
を除く）各科目の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。た
だし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。 

 
  



法学部 3 年次早期卒業の取扱いに関する規程 
 

2012 年 10 月 17 日  大学評議会承認 

2012 年 11 月 9 日  常務理事会承認 

2014 年 6 月 13 日  常務理事会承認 

2019 年 11 月 8 日 常務理事会承認 

2020 年 3 月 13 日 常務理事会承認 

 

（目的） 

第１条  この規程は，学則第 43 条第 2 項ただし書きに基づき，明治学院大学法学部に

在籍する学生が，卒業に必要な単位数を優秀な成績で修得し，かつ，他大学法科大学院

の入学者選抜に合格することを条件に，3 年次早期卒業を希望する学生に対して，在学

期間 3 年で卒業することを認めることを目的とする。 

 

（3 年次早期卒業要件） 

第２条  3 年次早期卒業ができる者は，本学法学部の 3 年次生で，在学期間 3 年終了時

に，次の（１）または（２）の要件を満たし，かつ，申請日までに，他大学法科大学院

の入学者選抜に合格している者とする。ただし，在学期間 3 年とは，「入学してから 3

年間」を意味し，その期間に休学・復学，退学，除籍，再入学，編入などの学籍異動（

転学科は除く）が発生した場合は，3 年次早期卒業の対象外となる。 

（１）3 年終了時に卒業に必要な所定の単位を修得し，かつ，GPA が総合 3.0 以上，学

科科目 3.1 以上であること。 

（２）3 年終了時に卒業に必要な所定の単位を修得し，かつ，法律学科法曹コースを修了
したこと。 

 

（申請手続） 

第３条  3 年次早期卒業を希望する者は，所定の期日までに，「3 年次早期卒業申請書」

その他所定の書類を教務部に提出しなければならない。 
 
（審査） 

第４条  3 月開催の法学部教授会で卒業判定審査を行う。卒業可と判定した場合には，3

年次早期卒業が認められる。 
 



（3 年次早期卒業の取消） 

第５条  削除 

 

（改廃） 

第６条  本規程の改廃は，法学部教授会および大学評議会の議を経たうえ，常務理事会の
承認を得るものとする。 

 
付 則 
 
１ この規程は 2012 年 10 月 1 日より施行する。 
２ なお，本規程は 2012 年度入学生までを対象とする。 

３ 付則第 2 項は，2015 年 3 月 31 日をもって削除する。 

４ この規程は 2019 年度末までに改廃を検討するものとする。 

５ この規程は 2020 年 4 月 1 日より施行する。 

６ なお，本規程の第 2 条第 2 号は，2019 年度入学生から適用する。 

７ 付則第 4 項は，2020 年 4 月 1 日をもって削除する。 
 
 
 
  



＜別表第４＞乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象

とする入学者選抜の方法 
法曹コース修了（早期卒業）予定者特別入試（5年一貫型教育選抜） 

  募集人員 45 名 

       （ただし、大都市圏以外の地域での大学学部法曹養成教育との連携を図る

ための地方枠として 4名を含む。地方枠とは、11大都市圏（札幌、仙台、

関東、新潟、静岡・浜松、中京、近畿、岡山、広島、北九州・福岡、熊

本）以外の地域に加えて、大都市圏であっても、当該都市圏に法科大学院

が設置されていない地域（新潟、静岡・浜松、熊本）にある連携大学か

ら、学部教育と一貫した法曹教育を継続・完成するために法科大学院への

進学を 45名の内に枠として設ける趣旨である。） 

  対象者  協定関係にある大学法学部 3年次の法曹コースに在籍し、同法学部を、翌

年 3月 31日までに早期卒業する見込みでかつ法曹コースも修了する見込

みの者、または、同法学部 4年次に在籍し、同法学部を、翌年 3月 31 日

までに卒業する見込みで、かつ、すでに法曹コースを修了したか、また

は、翌年 3月 31 日までに法曹コースを修了する見込みの者 

  出願要件 3年次進学段階で早期卒業の申請要件を満たすこと（卒業見込者要件）。 

       乙の法曹コースに開設される 1年次及び 2年次必修科目の単位を修得する

とともに、その GPA が 3.0 以上であることを目安とする。 

  合否判定の方法 志願者報告書 

        法曹コースの成績 

          3 年次春学期の法曹コース必修科目授業担当者の所見 

 

※ 会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法については、入学試験では評価の対象とすることが

できないため、当該科目の既修者認定を受けるためには、法曹コースの当該科目について

GPA3.0 以上の成績を取得する必要がある（一定水準を満たさない科目については、入学後

に法科大学院 1年次科目を履修すべきものとする）。 

 

  法曹コース修了予定者特別入試（開放型特別選抜） 

  募集人員 45 名 

  対象者  大学法学部の 3年生で法曹コースに在籍し、同法学部を、翌年 3月 31 日

までに早期卒業する見込みの者 

  出願要件 大学法学部の法曹コースに開設される 1年次及び 2年次必修科目の単位を

修得すること。 

  合否判定の方法 志願者報告書 

          法曹コースの成績 



          憲法・刑法・民法の法律科目の論文式試験 

 

※ 会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法については、入学試験では評価の対象とすることが

できないため、当該科目の既修者認定を受けるためには、翌年 3月に実施予定のこれらの

科目の既修者認定試験に合格する必要がある（一定水準を満たさない科目については、入

学後に法科大学院 1年次科目を履修すべきものとする）。 


